
平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ ５ 日

男 女 共 同 参 画 会 議 専 門 調 査 会

ポ ジ テ ィ ブ ア ク シ ョ ン ワ ー キ ン グ グ ル ー プ

「 」政 治 分 野 に お け る 男 女 共 同 参 画 に つ い て

小 林 良 彰 （ 慶 應 義 塾 大 学 ）

Ⅰ 基 本 認 識

ポ ジ テ ィ ブ ア ク シ ョ ン が も ら た す 効 果

① 数 値 目 標 設 定 で 変 わ り う る も の ・ ・ ・ ・ ・ 推 薦 に よ る

拘 束 式 比 例 代 表 制 、 学 協 会 推 薦 理 事 、 学 術 会 議 会 員 等ex.

② 数 値 目 標 設 定 だ け で は 変 わ ら な い も の ・ ・ 投 票 や 試 験 に よ る

非 拘 束 式 比 例 代 表 制 、 多 数 代 表 制 、 学 協 会 公 選 理 事 、ex.

新 司 法 試 験 等

③ 上 記 の 両 方 の 要 素 を も つ も の ・ ・ ・ ・ ・ ・ 試 験 と 面 接 に よ る

公 務 員 試 験 等ex.

男 女 共 同 参 画 が も た ら す 効 果

① 有 権 者 が も つ 選 択 肢 に 与 え る 効 果

選 挙 公 約 に お け る 候 補 者 の 性 差 が あ る の か ？ex.

② 政 策 形 成 過 程 に お け る 議 論 に 与 え る 効 果

国 会 討 議 に お け る 政 治 家 の 性 差 が あ る の か ？ex.

③ 政 策 決 定 に 与 え る 効 果

国 会 の 投 票 に お け る 政 治 家 の 性 差 が あ る の か ？ex.

本 当 に 解 決 し な け れ ば な ら な い 問 題 は 何 か ？



Ⅱ 諸 外 国 に お け る 現 状

１ ． 強 制 ク オ ー タ の 事 例 ： 韓 国

① 比 例 代 表 候 補 者 に つ い て ５ ０ ％ 公 認 が 強 制 ク オ ー タ

年 政 党 法 で 国 地 方 ３ ０ ％ 年 政 党 法 で 地 方 ５ ０ ％2000 2002

年 政 党 法 で 国 も ５ ０ ％ 年 公 職 選 挙 法 に 移 管2004 2005

「 政 党 は 国 会 議 員 選 挙 、 地 方 議 員 傻 挙 と も に 比 例 代 表 公 認

候 補 者 の ５ ０ ％ 以 上 を 女 性 と し 、 名 簿 順 位 の 奇 数 を 女 性

と し な け れ ば な ら な い （ 韓 国 公 職 選 挙 法 条 項 ）」 47 3

「 こ れ に 従 わ な い 場 合 に は 、 選 挙 管 理 委 員 会 は 候 補 者 登 録

を 受 理 し な い （ 韓 国 公 職 選 挙 法 条 項 ）」 49 8

② 選 挙 区 候 補 者 に つ い て ３ ０ ％ 公 認 が 努 力 目 標

「 政 党 は 国 会 議 員 選 挙 、 地 方 議 員 選 挙 と も に 選 挙 区 公 認 候

補 者 の ３ ０ ％ 以 上 を 女 性 と す る よ う 努 力 し な け れ ば な ら

な い （ 韓 国 選 挙 法 条 項 ）」 47 4

女 性 候 補 者 公 認 補 助 金 制 度

基 準 額 ＝ 直 近 の 国 会 議 員 選 挙 に お け る 有 権 者 総 数 ｘ Ｗ100

配 分 額 ＝ 国 会 議 員 比 と 国 会 議 員 得 票 率 が 基 準

地 方 選 同 上 広 域 自 治 体 選 と 基 礎 自 治 体 選 で 折 半

・ 女 性 公 認 候 補 者 ％ 以 上 の 政 党 に 対 し て 、 基 準 額 の30

を 議 席 率 、 を 得 票 率 に 応 じ て 配 分1/2 1/2

・ 女 性 公 認 候 補 者 ％ ～ ％ 未 満 の 政 党 に 対 し て 、 基 準15 30

額 の ％ を 、 を 議 席 率 、 を 得 票 率 に 応 じ て 配 分50 1/2 1/2

・ 女 性 公 認 候 補 者 ％ ～ ％ 未 満 の 政 党 に 対 し て 、 基 準5 15

額 の ％ を 、 を 議 席 率 、 を 得 票 率 に 応 じ て 配 分30 1/2 1/2

具 体 例 ＝ 年 国 会 議 員 選 挙 の 女 性 候 補 者 比 と 助 成 金 額2008



ハ ン ナ ラ 党 ％ 億 Ｗ7.3 4.8

統 合 民 主 党 ％ 億 Ｗ6.1 5.9

民 主 労 働 党 ％ 億 Ｗ18.7 17.8

③ 効 果

選 挙 区 比 例 代 表 合 計 女 性 比 率

・ 年 ２ ／ ２ ５ ３ ７ ／ ４ ６ ３ ． ０ ％1996

年 ５ ／ ２ ２ ７ １ １ ／ ４ ６ ５ ． ９ ％2000

年 １ ０ ／ ２ ４ ３ ２ ９ ／ ５ ６ １ ３ ． ０ ％2004

年 １ ４ ／ ２ ４ ５ ２ ７ ／ ５ ４ １ ３ ． ９ ％2008

④ 課 題

・ 当 選 回 数 の 偏 り 女 性 国 会 議 員 の ６ ６ ％ が 当 選 １ 回

男 性 国 会 議 員 の ４ ５ ％ が 当 選 １ 回cf

・ 地 域 の 偏 り 首 都 圏 （ ソ ウ ル 、 仁 川 、 京 畿 ） １ ５ ． １ ％

済 州 （ 済 州 島 ） １ ３ ． ３ ％

嶺 南 （ 慶 尚 、 釜 山 大 邱 蔚 山 ） １ ０ ． ８ ％

忠 清 （ 忠 清 、 大 田 ） ８ ． ４ ％

湖 南 (全 羅 、 光 州 ） ７ ． ４ ％

江 原 （ 江 原 ） ２ ． ５ ％

⑤ 他 国

・ ベ ル ギ ー 候 補 者 ５ ０ ％

・ ブ ラ ジ ル 候 補 者 ３ ０ ％

・ ア ル ゼ ン チ ン 候 補 者 ３ ０ ％

・ フ ラ ン ス 上 院 の 非 拘 束 式 比 例 代 表 名 簿 男 女 交 互

（ 定 数 が ５ を 超 え る 県 及 び 首 都 圏 の 県 ）

・ ル ワ ン ダ 下 院 議 席 ２ ４ ／ ８ ０ （ ３ ０ ％ ） を 地 方 が 女 性 議

員 を 選 任 （ 憲 法 で 規 定 ）



２ ． 自 発 的 ク オ ー タ の 事 例 ： ド イ ツ

① Ｓ Ｐ Ｄ

・ 年 党 大 会 候 補 者 名 簿 の ４ ０ ％ 目 標1988

段 階 的 年 ２ ５ ％ 、 年 ３ ３ ％ 、 年 ４ ０ ％1990 1994 1998

・ 現 状 党 員 ３ ０ ％ 議 員 ３ ６ ％

② Ｃ Ｄ Ｕ

・ 年 党 大 会 ク ォ ー ル ム 制 （ ク オ ー タ と 同 義 ）1996

候 補 者 名 簿 の ３ ３ ％ 目 標 党 役 職 の ３ ３ ％ 目 標

・ 現 状 党 員 ２ ５ ％ 議 員 ２ １ ％

③ Ｆ Ｄ Ｐ 目 標 － 現 状 党 員 ２ ３ ％ 議 員 ２ ５ ％

緑 の 党 目 標 ５ ０ ％ 現 状 党 員 ３ ７ ％ 議 員 ５ ７ ％

左 翼 党 目 標 ５ ０ ％ 現 状 党 員 ４ ５ ％ 議 員 ４ ８ ％

④ メ ル ケ ル 内 閣 の 現 状

閣 僚 １ ／ ３ が 女 性 （ 首 相 ＋ 大 臣 ５ 名 ）

政 務 次 官 １ ０ ／ ２ ７ が 女 性

⑤ 女 性 新 人 候 補 者 養 成 プ ロ グ ラ ム

メ ン タ ー （ ベ テ ラ ン ） ＋ メ ン テ ィ ー （ 新 人 候 補 者 ） の

ペ ア リ ン グ に よ る 指 導 （ メ ン タ リ ン グ ）

⑥ 他 国

・ ノ ル ウ ェ ー 候 補 者 ４ ０ ％ 以 上 （ ど ち ら の 性 も ）

・ イ ギ リ ス 労 働 党 各 団 体 が リ ス ト か ら 男 女 １ 人 ず つ 推 薦

ANC 1/2・ 南 ア フ リ カ ア フ リ カ 民 族 会 議 ( ) 拘 束 比 例 名 簿



Ⅲ 日 本 に お け る 現 状

① 国 会

衆 議 院 （ 年 ） 参 議 院 ( 年 ）2009 2010

候 補 者 議 員 候 補 者 議 員

民 主 党 １ ３ ． ９ ％ → １ ２ ． ７ ％ ２ ５ ． ５ ％ → １ ８ ． ９ ％

自 民 党 ８ ． ３ ％ → ６ ． ９ ％ １ ６ ． ７ ％ → １ ８ ． １ ％

公 明 党 ７ ． ８ ％ → １ ４ ． ３ ％ ２ ０ ． ０ ％ → １ ５ ． ８ ％

共 産 党 ３ ０ ． ４ ％ → １ １ ． １ ％ ２ ８ ． １ ％ → ３ ３ ． ３ ％

社 民 党 ３ ２ ． ４ ％ → １ ６ ． ７ ％ ３ ５ ． ７ ％ → ２ ５ ． ０ ％

国 民 新 ５ ． ６ ％ → ０ ． ０ ％ １ １ ． １ ％ → ３ ３ ． ３ ％

み ん な １ ８ ． １ ％ → ０ ． ０ ％ ２ ０ ． ０ ％ → －

全 体 １ ６ ． ７ ％ → １ ８ ． ２ ％ ２ ２ ． ８ ％ → １ ３ ． ６ ％

② 地 方 議 会

県 ・ 州 レ ベ ル 基 礎 自 治 体 レ ベ ル

日 本 都 道 府 県 議 会 ８ ． １ ％ 政 令 市 １ ７ ． ４ ％

市 議 会 １ ２ ． ４ ％

町 村 議 会 ８ ． １ ％

ス ウ ェ ー デ ン ﾗﾝ ｽ ﾃ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ４ ８ ． ２ ％ ｺﾐ ｭ ｰ ﾝ ４ １ ． ６ ％

米 国 州 議 会 ２ ２ ． ３ ％

ド イ ツ 州 議 会 １ ７ ． ５ ％ ２ ３ ． ８ ％

韓 国 広 域 議 会 ５ ． ９ ％ 基 礎 議 会 １ ． ６ ％



Ⅳ 選 挙 制 度 と 女 性 議 員 比 率

① 世 界 女 性 議 員 比 率 上 位 １ ５ ヶ 国 （ 一 院 ま た は 下 院 ） と 選 挙 制 度

国 名 女 性 議 員 率 選 挙 制 度 ク オ ー タ

ル ワ ン ダ ５ ６ ． ３ ％ 比 例 代 表 法 律

ス ウ ェ ー デ ン ４ ７ ． ３ ％ 比 例 代 表 政 党

南 ア フ リ カ ４ ４ ． ５ ％ 比 例 代 表 政 党

キ ュ ー バ ４ ３ ． ２ ％ 多 数 代 表 な し

ア イ ス ラ ン ド ４ ２ ． ９ ％ 比 例 代 表 政 党

フ ィ ン ラ ン ド ４ １ ． ５ ％ 比 例 代 表 な し

ア ル ゼ ン チ ン ４ ０ ． ０ ％ 比 例 代 表 法 律

コ ス タ リ カ ３ ８ ． ６ ％ 比 例 代 表 法 律

デ ン マ ー ク ３ ８ ． ０ ％ 比 例 代 表 な し

ノ ル ウ ェ ー ３ ７ ． ９ ％ 比 例 代 表 政 党

ア ン ゴ ラ ３ ７ ． ３ ％ 比 例 代 表 法 律

オ ラ ン ダ ３ ６ ． ７ ％ 比 例 代 表 政 党

ス ペ イ ン ３ ６ ． ３ ％ 比 例 代 表 法 律

ベ ル ギ ー ３ ５ ． ３ ％ 比 例 代 表 法 律

モ ザ ン ビ ー ク ３ ４ ． ８ ％ 比 例 代 表 政 党



② 日 本 に お け る 女 性 議 員 比 率 と 選 挙 区 定 数 (資 料 １ ～ ３ ）
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Ⅴ 衆 議 院 議 員 の 候 補 者 ・ 政 治 家 に お け る 性 差

① 選 挙 公 約 に お け る 性 差 （ 年 衆 院 選 候 補 者 ） (資 料 ４ ・ ６ ）2005

＋ 保 健 衛 生 、 郵 政 民 営 化 － 運 輸 ･通 信 、 増 税 、 憲 法 改 正

た だ し 属 性 で コ ン ト ロ ー ル す る と 、 運 輸 通 信 と 増 税 は な し

② 選 挙 公 約 に お け る 性 差 （ 年 衆 院 選 当 選 者 ） (資 料 ５ ・ ６ ）2005

－ 司 法 ･警 察 、 社 会 福 祉

た だ し 、 属 性 で コ ン ト ロ ー ル す る と 、 な し

③ 選 挙 公 約 に お け る 性 差 （ 年 衆 院 選 候 補 者 ） (資 料 ７ ・ ９ ）2009

＋ 一 般 行 政 、 教 育 ･労 働 、 住 宅 ･中 小 企 業 、 地 方 自 治 、 格 差

－ 農 林 水 産 、 外 交 ･貿 易 、 増 税

た だ し 、 属 性 で コ ン ト ロ ー ル す る と 、 な し

④ 選 挙 公 約 に お け る 性 差 （ 年 衆 院 選 当 選 者 ） (資 料 ８ ・ ９ ）2009

－ 外 交 ･貿 易

た だ し 、 属 性 で コ ン ト ロ ー ル す る と 、 な し

⑤ 国 会 に お け る 発 言 (資 料 １ ０ ・ １ １ ）

－ 商 工 ・ 鉱 業

た だ し 、 属 性 で コ ン ト ロ ー ル す る と 、 な し

予 算 の 増 減 に 関 し て は 、 ＋ 後 期 高 齢 者 医 療

⑥ 選 挙 公 約 と 国 会 に お け る 発 言 の 一 致 度 （ 資 料 １ ２ ）

な し

⑦ 国 会 に お け る 法 案 へ の 投 票 （ 資 料 １ ３ ）

な し



Ⅵ 女 性 議 員 の 形 成 要 因 と 効 果 （ １ ２ ５ ヶ 国 ）n=



Ⅶ よ り 良 き 民 主 主 義 の た め に － 二 つ の 民 主 主 義 論 －

① ウ ェ ス ト ミ ン ス タ ー モ デ ル （ 多 数 決 型 民 主 主 義 ）

② コ ン セ ン サ ス モ デ ル （ 合 意 形 成 型 民 主 主 義 ）

ウ ェ ス ト ミ ン ス タ ー モ デ ル よ り も コ ン セ ン サ ス モ デ ル の 方 が 、

女 性 の 社 会 進 出 度 ・ 政 治 進 出 度 （ 閣 僚 比 、 貧 富 の 格 差 、）

民 主 主 義 満 足 指 数 （ ク リ ン グ マ ン 調 査 、 福 祉 国 家 指 数 、）

環 境 保 護 総 合 指 数 が 高 い 。



「 多 様 化 を 包 み 込 む 普 遍 主 義 」 で あ る 多 文 化 共 生 と し て 捉 え る



Ⅷ 提 言

① 衆 議 院 議 員 ・ 参 議 院 議 員 ・ 地 方 議 会 議 員 に お け る 目 標 値 の 設 定

② 目 標 値 を 現 実 化 す る た め の 方 策 １ ： 衆 議 院 議 員 選 挙 制 度

・ 総 定 数 は 、 公 職 選 挙 法 の 本 則 に 従 っ て 、 ４ ７ １ と す る 。

・ 新 し い 選 挙 区 は 、 都 道 府 県 （ た だ し 、 地 域 の 広 い 北 海 道 や 、

人 口 の 多 い 東 京 都 な ど は 分 割 ） な ど 、 人 為 的 な 恣 意 性 が 新 た

に 入 ら な い も の を 用 い る 。

・ 各 政 党 は 、 各 選 挙 区 毎 に 順 位 を 定 め ず に 名 簿 を 作 成 す る 。 名

簿 の 男 女 比 率 は １ ／ ２ ず つ に す る 。

・ 有 権 者 は こ の 名 簿 の 中 か ら 候 補 者 を 選 ん で 個 人 名 を 書 い て 投

票 す る か 、 あ る い は 政 党 名 だ け を 書 い て 投 票 す る 。

・ 選 挙 後 、 各 選 挙 区 に お け る 各 候 補 者 、 あ る い は 各 政 党 の 投 票

を 、 政 党 別 に 全 国 で 集 計 す る 。

・ 全 国 で 集 計 さ れ た 得 票 に し た が っ て 、 ド ン ト 式 に よ り 各 党 に

議 席 を 配 分 す る 。

・ 各 党 に 配 分 さ れ た 議 席 を 、 さ ら に 各 党 の 各 選 挙 区 に お け る 得

票 に 応 じ て 、 最 大 剰 余 式 に よ り 各 選 挙 区 に 配 分 す る 。

・ 各 党 の 各 選 挙 区 に 配 分 さ れ た 議 席 を 、 そ の 選 挙 区 に お け る そ

の 党 の 候 補 者 の 得 票 の 多 い 順 に 与 え る 。

③ 目 標 値 を 現 実 化 す る た め の 方 策 ２ ： 都 道 府 県 議 会 議 員 選 挙 制 度

平 成 の 大 合 併 に よ り 郡 か ら 町 村 が 抜 け て 近 隣 市 町 村 と 合 併 し 、

（ ）残 さ れ た 郡 が 人 区 と な る 区 域 が 増 え て い る 鹿 児 島 県 議 会1 ex

・ 都 道 府 県 議 会 議 員 の 選 挙 区 に つ い て 「 郡 市 の 区 域 に よ る 」、

と し て い る 公 職 選 挙 法 の 規 定 (第 条 )を 改 正 し て 「 市 町 村15

の 区 域 に よ る 」 と 改 め る 。



鹿 児 島 県 議 会 の 選 挙 区 と 定 数

④ 目 標 値 を 現 実 化 す る た め の 方 策 ３ ： 公 的 助 成 制 度

・ ペ イ バ ッ ク 式 公 的 助 成

新 人 候 補 者 で も 当 選 で き る よ う 、 政 党 で は な く 政 治 家 や 候 補

者 個 人 へ の 公 的 助 成 を 行 う 。 た だ し 「 泡 沫 候 補 に も 助 成 を、

行 う の は 税 金 の 無 駄 使 い 」 に な る の で 、 選 挙 の 際 に 、 あ ら か

じ め 候 補 者 個 人 に 上 限 を 決 め て お 金 を 貸 し 出 す 。 そ し て 、 選

挙 後 に 一 票 幾 ら で 計 算 し 、 貸 し 出 し た 金 額 に 比 べ て 票 数 が 足

り な い 候 補 者 か ら は 返 金 し て も ら う こ と で 、 税 金 の 無 駄 使 い

、 。を 避 け な が ら 候 補 者 個 人 へ の 助 成 を 行 う こ と が 可 能 に な る

⑤ 女 性 議 員 比 率 を 高 め る 効 果 を も た ら す 方 策 ： 国 会 法

・ 第 ７ ４ ～ ７ ６ 条 を 改 正 し 、 事 前 通 告 し な い で も 質 問 で き る よ

う に 戻 す 。



⑥ 女 性 議 員 比 率 を 高 め る 効 果 を も た ら す 方 策 ： 地 方 自 治 法

二 元 代 表 制 を 担 保 す る た め の 地 方 自 治 法 改 正 案

・ 首 長 に 専 属 し て い る 地 方 議 会 の 招 集 権 を 議 長 に 付 与 す る 。

・ 閉 会 中 の 委 員 会 活 動 に 関 わ る 制 約 を 撤 廃 す る 。

・ 地 方 議 会 に お け る 内 部 機 関 の 設 置 を 自 由 化 す る 。

・ 地 方 議 会 が 専 門 的 な 案 件 に 対 応 で き る よ う 附 属 機 関 の 設 置 を

認 め る 。

・ 議 長 に 議 会 費 の 予 算 執 行 権 を 付 与 す る 。

・ 議 長 に 議 会 棟 の 管 理 権 を 付 与 す る 。

・ 委 員 会 に も 議 案 提 出 権 を 付 与 す る 。

・ 専 決 処 分 の 要 件 を 見 直 し 、 不 承 認 の 場 合 の 首 長 の 対 応 を 義 務

付 け る 。

・ 決 算 不 認 定 の 場 合 の 首 長 の 対 応 措 置 を 義 務 づ け る 。


